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小
林
　
剛 

議
員

中
村
　
博
美 

議
員

 

議
員

　
　
菅
生
調
整
池
に
お
け
る
溢
流
堤
内

の
計
画
水
量
、
上
限
水
量
及
び
浸
水

被
害
宅
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
伺
う
。

 

都
市
建
設
部
長

　
　
国
土
交
通
省
に
確
認
を
し
た
結
果
、

菅
生
調
整
池
の
治
水
容
量
は
２
７
０

０
万
立
方
メ
ー
ト
ル
で
、
計
画
高
水

位
は
Y.P
＋
13
・
３
ｍ
。
今
回
の
調
整

池
内
水
位
は
、
Y.P
＋
13
・
28
ｍ
と
い

う
状
況
で
あ
っ
た
。

 

議
員

　
　
こ
こ
は
水
が
入
る
部
分
の
た
め
、

河
川
区
域
と
い
う
認
識
で
よ
ろ
し
い

か
。

 

都
市
建
設
部
参
事

　
　
基
本
的
に
河
川
区
域
に
な
っ
て
い

る
。

 

議
員

　
　
黄
金
地
区
の
守
谷
側
は
河
川
区
域

内
で
あ
り
、
昭
和
34
年
の
台
風
被
害

を
受
け
国
に
要
望
書
を
提
出
し
、
国

の
補
償
で
移
転
し
た
経
緯
が
あ
る
。

こ
の
と
き
、
今
回
の
台
風
19
号
に
よ

る
被
災
地
区
も
一
緒
に
要
望
を
し
た

が
、
対
象
区
域
外
と
断
ら
れ
た
過
去

が
あ
る
た
め
、
台
風
19
号
の
被
害
に

絡
め
、
被
災
家
屋
の
移
転
も
視
野
に

入
れ
国
と
協
議
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

 

市
長

　
　
直
接
管
理
を
し
て
い
る
利
根
川
上

流
河
川
事
務
所
長
と
交
渉
し
た
が
、

現
在
、
補
償
制
度
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
浸
水
は
事
実
で
あ
り
、

新
た
な
規
定
の
策
定
を
要
望
す
る
た

め
に
も
、
定
期
的
に
協
議
の
場
を
設

け
て
い
き
た
い
。

 

議
員

　
　
大
雨
警
報
発
令
時
の
菅
生
沼
の
状

況
を
見
る
と
、
防
災
の
観
点
か
ら
浚

渫
が
必
要
と
考
え
る
が
市
の
考
え
は
。

 

市
長
公
室
長

　
　
市
長
会
を
通
し
、
県
に
対
し
継
続

し
て
浚
渫
の
要
望
を
行
っ
て
い
る
。

 

議
員

　
　
利
根
川
の
逆
流
を
防
ぐ
た
め
、
法

師
戸
水
門
を
閉
め
る
と
東
仁
連
川
と

飯
沼
川
か
ら
菅
生
沼
に
流
れ
込
ん
だ

水
の
逃
げ
場
が
な
く
な
り
、
道
路
が

冠
水
し
自
宅
に
戻
れ
な
く
な
る
市
民

が
で
て
し
ま
う
。
防
災
の
面
で
も
浚

渫
の
必
要
性
を
強
く
県
に
要
望
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

歩行者専用現示方式：すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させる方式であって、斜め方向の
横断を認めないものをいう。　スクランブル方式：すべての方向の自動車等を同時に停止させている間にすべての方向の歩行者等を同時に横断させ
る方式であって、斜め方向の横断を認めるものをいう。

溢流：あふれ流れること。　浚渫：河川・運河などの底面をさらって土砂などを取り去る土木工事のこと。
Y.P：（江戸川工事基準面）Yedogawa Peilの略。江戸川堀江の水量標の0を基準とした江戸川、利根川、那珂川等の水位基準。

動 画

 

議
員

　
　
プ
ラ
ザ
通
り
と
旧
国
道
２
９
４
号

線
の
交
差
点
に
設
置
さ
れ
た
歩
行
者

専
用
現
示
方
式
信
号
に
つ
い
て
、
設

置
の
経
緯
を
尋
ね
る
。

 

生
活
環
境
課
長

　
　
横
断
者
と
車
の
接
触
事
故
が
懸
念

さ
れ
る
た
め
、
車
を
全
停
止
さ
せ
、

そ
の
間
に
歩
行
者
を
渡
ら
せ
る
こ
と

が
可
能
な
歩
行
者
専
用
現
示
方
式
信

号
を
採
用
し
た
。

 

議
員

　
　
歩
行
者
専
用
現
示
方
式
信
号
の
利

用
上
の
問
題
点
は
な
い
か
。

 

産
業
振
興
部
長

　
　
歩
行
者
専
用
現
示
方
式
信
号
を
設

置
し
て
い
る
交
差
点
で
は
、
歩
行
者

の
道
路
交
通
法
の
認
識
不
足
等
に
よ

り
、
斜
め
横
断
を
誘
発
す
る
危
険
性

が
あ
る
。
ま
た
、
斜
め
横
断
が
困
難

な
歩
行
速
度
の
遅
い
高
齢
者
等
は
、

渡
り
き
れ
ず
に
残
存
歩
行
者
と
な
る

恐
れ
が
あ
る
。

 

議
員

　
　
現
場
で
の
交
通
立
哨
時
、
歩
行
者

の
約
３
割
が
斜
め
横
断
を
し
て
お
り
、

自
転
車
に
乗
車
し
た
ま
ま
斜
め
に
走

行
す
る
交
通
違
反
者
も
多
数
目
撃
し

て
い
る
。
担
当
課
職
員
は
立
哨
を
行

っ
た
か
。

 

生
活
環
境
課
長

　
　
現
場
で
の
立
哨
を
行
い
、
現
状
は

把
握
し
て
い
る
。

 

議
員

　
　
小
・
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
通

学
路
で
も
あ
り
、
通
行
を
迷
う
歩
行

者
専
用
現
示
方
式
信
号
は
ス
ク
ラ
ン

ブ
ル
式
信
号
に
変
更
す
べ
き
と
考
え

る
が
市
の
考
え
は
。

 

市
長

　
　
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
か
ら
の
要
望
が
多

い
交
差
点
で
あ
り
、
決
定
権
を
持
つ

公
安
委
員
会
に
調
査
依
頼
す
る
な
ど
、

利
便
性
と
安
全
性
の
両
面
を
担
保
で

き
る
よ
う
、
警
察
や
公
安
委
員
会
へ

申
し
入
れ
を
し
て
い
き
た
い
。

 

議
員

　
　
地
元
か
ら
要
望
活
動
の
声
も
出
て

お
り
、
住
民
が
動
く
ま
で
も
な
く
検

討
を
お
願
い
し
た
い
。
交
通
安
全
協

会
及
び
交
通
安
全
母
の
会
は
現
状
を

把
握
し
て
お
り
、
改
善
に
向
け
た
要

望
を
強
く
お
願
い
す
る
。

動 画

警
察
や
公
安
委
員
会
へ
申
し
入
れ
を

し
て
い
き
た
い

答
弁
答
弁

事
故
を
招
き
か
ね
な
い
信
号
の
改
善
を
！

継
続
し
て
要
望
を
行
っ
て
い
く

答
弁
答
弁

国
土
交
通
省
と
交
渉
し

　
　
　
　
　
　
　
河
川
区
域
内
の
住
民
を
救
え

用語
解説

用語
解説

いつりゅう しゅんせつ


